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則
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地
方
公
務
員
法
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
企
業
職
員
の
職
を
定
め
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

地
方
公
務
員
法
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
企
業
職
員
の
職
を
定
め
る
規
則

(

昭
和
四

十
二
年
四
月
青
森
県
規
則
第
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
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第
四
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次
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外
第
三
十
六
号

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

(

月
曜
日)



( )

地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
要
な
職
員
を
定
め
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
規
則
第
四
十
二
号

地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
要
な
職
員
を
定
め
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
方
公
営
企
業
法
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
要
な
職
員
を
定
め
る
規
則

(

昭
和

四
十
二
年
四
月
青
森
県
規
則
第
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

の
各
号｣

を
削
り
、
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第

七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
規
則
第
四
十
三
号

青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
九
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

第
六
条
商
工
観
光
労
働
部
の
項
中

｢

商
工
観
光
労
働
部｣

を

｢

商
工
労
働
部｣

に
改
め
、
同
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

文
化
観
光
部

部
設
置
条
例
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
文
化
観
光
部
の
事
務
分
掌
の
う
ち
災
害
に
関
連
す

る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
農
林
水
産
部
の
項
中

｢

第
二
条
第
六
号｣

を

｢

第
二
条
第
七
号｣

に
改
め
、
同
条
県
土
整

備
部
の
項
中

｢

第
二
条
第
七
号｣

を

｢

第
二
条
第
八
号｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

対
策
連
絡
部
に
災
害
情
報
連
絡
員
を
置
き
、
政
策
推
進
室
、
企
画
課
、
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興

課
、
健
康
福
祉
政
策
課
、
商
工
政
策
課
、
文
化
観
光
推
進
課
、
農
林
水
産
政
策
課
、
監
理
課
、
経

理
課
及
び
公
営
企
業
局
総
務
グ
ル
ー
プ
の
長
が
そ
の
所
属
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
も
の
と

す
る
。

別
表
中

｢

青
森
県
農
業
試
験
場
病
害
虫
防
除
室
長｣

を

｢

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
病
害

虫
防
除
室
長｣

に
、｢

青
森
県
水
産
試
験
場
長｣

を｢

青
森
県
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長｣

に
、

｢
｢

十
和
田
県
税
事
務
所
長｣

を

に
、

｢

青
森
県
畑
作
園
芸
試
験

｣

場
病
害
虫
防
除
室
長｣

を｢

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畑
作
園
芸
試
験
場
病
害
虫
防
除
室
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
五
号

庁

中

一

般
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商
工
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光
労
働
部

商
工
観
光
労
働
部
長

文
化
観
光
部

商
工
労
働
部

文
化
観
光
部
長

商
工
労
働
部
長

十
和
田
県
税
事
務
所
長

青
森
県
原
子
力
セ
ン
タ
ー
所
長



( )

青
森
県
広
報
・
広
聴
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
広
報
・
広
聴
事
務
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
広
報
・
広
聴
事
務
に
関
す
る
規
程

(

平
成
元
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
二
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

｢

。
以
下

｢
規
則｣
と
い
う
。｣

を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中｢

(

規
則
第
八
条
第
一
項
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
室
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)
｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

、
原
則
と
し
て
班
長
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
者
と
し｣

を
削
る
。

第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢

政
策
推
進
室
の
広
報
事
務
を
担
当
す
る
副
参
事｣

を

｢

政
策
推

進
室
長
が
指
名
す
る
政
策
推
進
室
の
職
員｣
に
改
め
る
。

別
表
中

｢

総
務
学
事
課
長｣

を

｢

財
政
課
長｣
に
改
め
、

｢

商
工
政
策
課
長｣

の
下
に

｢

、
文
化

観
光
推
進
課
長｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号

庁

中

一

般

青
森
県
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
会
議
規
程(

平
成
十
四
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢

政
策
推
進
室
長｣

を

｢

行
政
改
革
・
公
社
等
改
革
推
進
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

充
て
る｣

の
下
に｢

ほ
か
、
行
政
改
革
・
公
社
等
改
革
推
進
チ
ー
ム
リ
ー

ダ
ー
が
そ
の
所
属
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る｣

を
加
え
る
。

第
四
条
第
二
項
中

｢

政
策
推
進
室
の
総
括
副
参
事
又
は
副
参
事
の
職
に
あ
る
委
員｣

を

｢

委
員
の

う
ち
か
ら
議
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
項
中

｢

政
策
推
進
室
の
総
括
副
参
事
又
は
副
参
事｣

を

｢

議
長
が
行
政
改
革
・
公
社

等
改
革
推
進
チ
ー
ム
の
所
属
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
者｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

政
策
推
進
室｣

を

｢

行
政
改
革
・
公
社
等
改
革
推
進
チ
ー
ム｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中

｢

財
政
課
長｣

を

｢

政
策
推
進
室
長
、
財
政
課
長｣

に
改
め
、

｢

商
工
政
策
課
長｣

の
下
に

｢

、
文
化
観
光
推
進
課
長｣

を
加
え
、

｢

公
営
企
業
局
総
務
課
長
、
政
策
推
進
室
の
総
括
副

参
事
又
は
副
参
事｣

を

｢

公
営
企
業
局
総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
改
め
る
。

附

則
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青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程

(

昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
七
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

と
、
出
納
局
に
あ
つ
て
は
副
出
納
長
と
す
る｣

を

｢

、
出
納
局
に
あ
つ
て
は

出
納
局
事
務
局
長
。
以
下
同
じ｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中

｢

予
算
執
行
権
者｣

の
下
に

｢
(

本
庁
に
あ
つ
て
は
、
行
政
改
革
・
公
社
等
改

革
推
進
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
、
政
策
推
進
室
長
及
び
集
中
課
の
長

(

部
局
内
に
お
い
て
臨
時
職
員
の
給

与
に
係
る
支
出
命
令
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
課
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

)
｣

を
加
え
、

同
条
第
四
項
中

｢
予
算
執
行
権
者｣

の
下
に

｢
(

本
庁
に
あ
つ
て
は
、
行
政
改
革
・
公
社
等
改
革
推

進
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
、
政
策
推
進
室
長
及
び
集
中
課
の
長)

｣

を
加
え
る
。

第
九
条
及
び
第
十
五
条
中

｢

予
算
執
行
権
者｣

の
下
に

｢
(

本
庁
に
あ
つ
て
は
、
行
政
改
革
・
公

社
等
改
革
推
進
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
、
政
策
推
進
室
長
及
び
集
中
課
の
長)

｣

を
加
え
る
。
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( )

別
表
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
職
員
服
務
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中

｢
、
公
社
等
改
革
推
進
チ
ー
ム
、
環
境
生
活
部
県
境
不
法
投
棄
対
策
チ
ー
ム
、

健
康
福
祉
部
自
治
体
病
院
機
能
再
編
成
推
進
チ
ー
ム
、
健
康
福
祉
部
食
の
安
全
・
安
心
対
策
チ
ー
ム

及
び
農
林
水
産
部
あ
お
も
り
の

｢
冬
の
農
業｣

推
進
チ
ー
ム｣

を

｢

及
び
チ
ー
ム｣

に
改
め
、
同
条
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地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災

害
時
に
お
い
て
、
職
員
が
退
勤
途

上
に
お
け
る
身
体
の
危
険
を
回
避

す
る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災

害
又
は
交
通
機
関
の
事
故
等
に
よ

り
出
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難

で
あ
る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

地
震
、
水
害
、
火
災
、
そ
の
他
の

災
害
に
よ
り
職
員
の
現
住
居
が
滅

失
し
、
又
は
損
壊
し
た
場
合
に
与

え
ら
れ
る
休
暇

職
員
の
勤
務
時
間
、

休
日
及
び
休
暇
の
適

用
を
受
け
る
職
員
の

例
に
よ
る
。

職
員
の
保
護
す
る
乳
幼
児
が
母
子

保
健
法

(

昭
和
四
十
年
法
律
第
百

四
十
一
号)

第
十
二
条
若
し
く
は

地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災

害
時
に
お
い
て
、
職
員
が
退
勤
途

上
に
お
け
る
身
体
の
危
険
を
回
避

す
る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災

害
又
は
交
通
機
関
の
事
故
等
に
よ

り
出
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難

で
あ
る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

地
震
、
水
害
、
火
災
、
そ
の
他
の

災
害
に
よ
り
職
員
の
現
住
居
が
滅

失
し
、
又
は
損
壊
し
た
場
合
に
与

え
ら
れ
る
休
暇

職
員
の
勤
務
時
間
、

休
日
及
び
休
暇
の
適

用
を
受
け
る
職
員
の

例
に
よ
る
。

一
日
、
半
日
又
は
一

時
間

(

非
常
勤
職
員

に
あ
つ
て
は
、
一
日

第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
、

学
校
保
健
法

(

昭
和
三
十
三
年
法

律
第
五
十
六
号)

第
四
条
に
規
定

す
る
健
康
診
断
又
は
予
防
接
種
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八

号)

第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
結

核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律

第
九
十
六
号)

第
十
三
条
第
四
項

に
規
定
す
る
予
防
接
種
を
受
け
る

場
合
で
、
当
該
職
員
の
介
助
が
必

要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
与
え
ら

れ
る
休
暇

又
は
一
時
間)



( )

第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

本
庁
の
課
の
出
勤
簿
取
扱
者
は
、
庶
務
に
関
す
る
こ
と
を
分
掌
す
る
グ
ル
ー
プ
が
置
か
れ
る
課

に
あ
つ
て
は
庶
務
担
当
の
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
の
職
に
あ
る
者
を
も
つ
て
充
て
、
庶
務
に
関
す
る

こ
と
を
分
掌
す
る
グ
ル
ー
プ
が
置
か
れ
な
い
課
に
あ
つ
て
は
当
該
課
の
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
つ

て
充
て
る
。

第
十
条
第
三
項
中

｢

た
だ
し｣

の
下
に

｢

、
青
森
県
東
京
事
務
所｣

を
加
え
、｢

青
森
県
産
業
技

術
開
発
セ
ン
タ
ー
、
青
森
県
グ
リ
ー
ン
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー
、
フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
21
あ
お
も
り｣

を

｢

青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー｣

に
、｢

青
森
県
東
京
事
務
所
及
び
青
森
県
工
業
試
験
場
に
あ

つ
て
は
庶
務
担
当
の
次
長
、
農
林
水
産
事
務
所｣

を

｢

農
林
水
産
事
務
所
及
び
農
林
総
合
研
究
セ
ン

タ
ー｣

に
改
め
、｢

、
青
森
県
農
業
研
究
推
進
セ
ン
タ
ー
、
青
森
県
農
業
試
験
場
、
青
森
県
り
ん
ご

試
験
場
、
青
森
県
畜
産
試
験
場
及
び
青
森
県
水
産
試
験
場｣

を
削
り
、

｢

総
務
企
画
室
長｣

の
下
に

｢

、
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
総
合
企
画
室
長｣

を
加
え
る
。

第
三
号
様
式
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。
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( )

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
青
森
県
職
員
服
務
規
程
第
三
号
様
式
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
出
勤
簿
の
用
紙
で
、

現
に
使
用
し
て
い
る
も
の
及
び
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号

庁

中

一

般

青
森
県
公
営
企
業
局
職
員
一
般

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
青
森
県
公
営
企
業
局
職
員
に
専
決
及
び
代
決
さ
せ

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
青
森
県
公
営
企
業
局
職
員
に
専
決
及
び
代
決

さ
せ
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
青
森
県
公
営
企
業
局
職
員
に
専
決
及
び
代
決
さ
せ

る
規
程(

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中

｢

総
務
課
長｣

を

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

局
総

務
課
長｣

を

｢

局
総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中

｢

第
十
七
条
第
一
項｣

の
下
に

｢
(

附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
四
項
及
び
第
八
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定｣

を
加
え
、
同
号
ニ
中

｢

第
二
十
六
条
第
二
項｣

の
下

に

｢
(

附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
四
項
及
び
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

｣

を
加
え
、

｢

厚
生
省
令｣

を

｢

厚
生
労
働
省
令｣

に
改
め
、
同
号
ホ
中

｢

第
二
十
七
条
第

一
項｣

の
下
に

｢
(

附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
四
項
及
び
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
、
同
号
ヘ
中

｢

第
二
十
八
条｣

の
下
に

｢
(

附
則
第
六
条
第
二
項
、

第
七
条
第
四
項
及
び
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
、
同
号
ト
中

｢

第
二
十
九
条｣

の
下
に

｢
(

附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
四
項
及
び
第
八
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中

｢

総
務
課
長｣

を

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

局
総
務
課
長
が｣

を

｢

局
総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
が｣

に
、

｢

局
総
務
課
長
補
佐｣

を

｢

あ
ら

か
じ
め
局
長
が
指
定
す
る
職
員｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

す
み
や
か
に
局
総
務
課
長｣

を

｢

速

や
か
に
局
総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
号

庁

中

一

般

消

防

学

校

青
森
県
消
防
関
係
職
員
服
制
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
消
防
関
係
職
員
服
制
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
消
防
関
係
職
員
服
制

(

昭
和
三
十
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

｢
｢

｢
｢

別
表
中

を

に
、

を

に
、

｢

主
査｣

を

｣
｣

｣
｣

｢
｢

に
、

を

｢

そ
の
他
の
職
員｣

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関
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課
長

校
長

課

長

総
括
副
参
事

副

参

事

校

長

課
長
補
佐

総
括
主
幹

班

長

総
括
主
幹

主

幹

総
括
主
査

主

査

班

員

教
務
課
技
師



( )

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
八
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
政
策
推
進
部
の
部
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

同
表
総
務
部
の
部
中

｢

工
事
検
査
室
長｣

を

｢

工
事
検
査
課
長｣
に
改
め
、
同
表
企
画
振
興
部
の
部

中｢
を

｣

｢

に
改
め
、

｣

同
表
環
境
生
活
部
の
部
国
際
班
の
項
を
削
り
、
同
部
中

｢

美
術
館
整
備
・
芸
術
パ
ー
ク
構
想
推
進
室

長｣

を

｢

美
術
館
整
備
・
芸
術
パ
ー
ク
構
想
推
進
課
長｣

に
改
め
、
同
表
商
工
観
光
労
働
部
の
部
中

｢

商
工
観
光
労
働
部｣

を

｢

商
工
労
働
部｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

同
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
条
第
三
項
中

｢

室｣

の
下
に

｢

、
チ
ー
ム｣

を
加
え
る
。

第
三
条
公
社
等
改
革
推
進
班
の
項
中

｢

公
社
等
改
革
推
進
班｣

を

｢

行
政
改
革
・
公
社
等
改
革
推

進
班｣

に
改
め
、
同
条
イ
ベ
ン
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
班
の
項
、
並
行
在
来
線
対
策
班
の
項
及
び
国
際
班

の
項
を
削
り
、
同
条
環
境
政
策
班
の
項
第
二
号
を
削
り
、
同
条
商
工
政
策
班
の
項
中

｢

商
工
観
光
労

働
部｣

を

｢

商
工
労
働
部｣

に
改
め
、
同
条
文
化
観
光
推
進
班
の
項
を
削
り
、
同
条
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
誘
致

推
進
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

文
化
観
光
推
進
班

一

文
化
観
光
部
分
掌
事
務
に
係
る
災
害
情
報
収
集
及
び
被
害
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二

観
光
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

国
際
班

一

他
の
班
の
実
施
事
項
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

イ
ベ
ン
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
班

一

他
の
班
の
実
施
事
項
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
農
林
水
産
政
策
班
の
項
第
二
号
を
削
り
、
同
条
団
体
経
営
改
善
班
の
項
及
び
構
造
政
策
班

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

団
体
経
営
改
善
班

一

天
災
に
よ
る
被
害
農
林
漁
業
者
に
対
す
る
資
金
の
融
通
に
関
す
る
暫
定
措
置
法

(

昭
和
三

十
年
法
律
第
百
三
十
六
号)

に
よ
る
経
営
資
金
及
び
そ
の
他
事
業
資
金
に
関
す
る
こ
と
。

二

農
業
漁
業
関
係
融
資
に
関
す
る
こ
と
。

構
造
政
策
班

一

病
害
虫
の
防
除
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
二
号

庁

中

一

般

青 森 県 報平成15年３月31日 月曜日 号外第36号9

イ
ベ
ン
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
班

公
社
等
改
革
推
進
班

イ
ベ
ン
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

公
社
等
改
革
推
進
チ
ー
ム

リ
ー
ダ
ー

行
政
改
革
・
公
社
等
改

革
推
進
班

行
政
改
革
・
公
社
等
改
革

推
進
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

並
行
在
来
線
対
策
班

統
計
情
報
班

並
行
在
来
線
対
策
室
長

統
計
情
報
課
長

統
計
情
報
班

統
計
情
報
課
長

む
つ
小
川
原
振
興
班

文
化
観
光
推
進
班

新
産
業
創
造
班

む
つ
小
川
原
振
興
室
長

文
化
観
光
推
進
課
長

新
産
業
創
造
室
長

む
つ
小
川
原
振
興
班

新
産
業
創
造
班

む
つ
小
川
原
振
興
課
長

新
産
業
創
造
課
長

文
化
観
光
推
進
班

文
化
観
光
推
進
課
長

文
化
観
光
部

国
際
班

国
際
課
長

イ
ベ
ン
ト
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
班

イ
ベ
ン
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー



( )

各

出

先

機

関

青
森
県
防
災
行
政
用
無
線
通
信
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
防
災
行
政
用
無
線
通
信
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
防
災
行
政
用
無
線
通
信
規
程

(

平
成
十
二
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
無
線
局
の
項
中

｢

六
ケ
所
放
射
線
監
視
地
球
局｣

を

｢

青
森
県
原
子
力
セ
ン
タ
ー
地
球
局｣

に
、｢

青
森
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
六
ケ
所
放
射
線
監
視
局｣

を｢

青
森
県
原
子
力
セ
ン
タ
ー｣

に
、

｢

青
森
県
水
産
試
験
場
地
球
局｣

を

｢

青
森
県
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
地
球
局｣

に
、

｢

青
森
県

水
産
試
験
場)

｣

を

｢

青
森
県
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー)

｣

に
、

｢

青
森
県
水
産
試
験
場
八
戸
漁

業
用
海
岸
局｣

を

｢

青
森
県
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
八
戸
漁
業
用
海
岸
局｣

に
、

｢

青
森
県
水
産

試
験
場
八
戸
漁
業
用
海
岸
局
鰺
ケ
沢
管
理
所｣

を

｢

青
森
県
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
八
戸
漁
業
用

海
岸
局
鰺
ケ
沢
管
理
所｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
三
号

庁

中

一

般

津
軽
・
下
北
地
域
開
発
推
進
連
絡
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

津
軽
・
下
北
地
域
開
発
推
進
連
絡
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

津
軽
・
下
北
地
域
開
発
推
進
連
絡
会
議
規
程

(

昭
和
五
十
七
年
七
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

｢

商
工
観
光
労
働
部
次
長｣

を

｢

商
工
労
働
部
次
長
、
文
化
観
光
部
次
長｣

に
改
め

る
。別

表
第
二
中

｢

、
国
際
課
長｣

を
削
り
、

｢

む
つ
小
川
原
振
興
室
長
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
長｣

を

｢

む
つ
小
川
原
振
興
課
長
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
長
、
文
化
観
光
推
進
課
長
、
国
際
課
長｣

に
、

｢

公
営
企
業
局
総
務
課
長｣

を

｢

公
営
企
業
局
総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
文
化
観
光
振
興
連
絡
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
文
化
観
光
振
興
連
絡
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
文
化
観
光
振
興
連
絡
会
議
規
程

(

昭
和
五
十
四
年
七
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
八
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢

商
工
観
光
労
働
部
長｣

を

｢

文
化
観
光
部
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中

｢

文
化
観
光
推
進
課
担
当
の
商
工
観
光
労
働
部
次
長｣

を

｢

文
化
観
光
部
次
長｣

に

改
め
、

｢

、
国
際
課
長｣

を
削
り
、

｢

文
化
観
光
推
進
課
長
、
む
つ
小
川
原
振
興
室
長｣

を

｢

む
つ

小
川
原
振
興
課
長｣

に
改
め
、

｢

労
政
・
能
力
開
発
課
長｣

の
下
に

｢

、
文
化
観
光
推
進
課
長
、
国

際
課
長｣

を
加
え
、

｢

公
営
企
業
局
総
務
課
長｣

を

｢

公
営
企
業
局
総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に

改
め
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
五
号

庁

中

一

般

青
森
県
土
地
利
用
対
策
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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( )

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
土
地
利
用
対
策
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
土
地
利
用
対
策
会
議
規
程

(

昭
和
四
十
八
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

｢

商
工
観
光
労
働
部
長｣

を

｢

商
工
労
働
部
長
、
文
化
観
光
部
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

総
務
課
長｣

を

｢

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(

商
工
観
光
労
働
部)

商
工
政
策
課
長
、
工
業
振
興
課
長
、
文
化
観
光
推
進
課
長
、
む
つ
小
川
原
振
興
室
長
、

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
長

(

商
工
労
働
部)

商
工
政
策
課
長
、
工
業
振
興
課
長
、
む
つ
小
川
原
振
興
課
長
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
長

(

文
化
観
光
部)

文
化
観
光
推
進
課
長



( )

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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